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   要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について（通知） 

 

 平素は，本市の防災行政及び要配慮者支援行政の推進に御尽力いただき，厚くお礼申し

上げます。 

 平成２９年６月に，水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（以下「土砂災害防止法」という。）が改正され，浸水想定区域及び土砂災害警

戒区域等（土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域）内に所在する要配慮者利用施設の

所有者又は管理者による，避難確保計画の作成及び市町村長への報告並びに同計画に基づ

く訓練の実施が義務付けられました。 

 平成３０年５月に浸水想定区域が見直されたことを踏まえ，確認を行った結果，貴施設

は浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等内に所在していると考えられますので，施設利用

者の避難の確保を確実なものとするため，下記のとおり，必要な対応を実施していただき

ますよう，よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 対象施設 

  洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設 

  なお，貴施設は浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在していると考えられま

すので，ハザードマップ（区役所・支所，消防署等で配布しています。）や以下のホーム

ページで確認してください。 

  ※ホームページ：京都府マルチハザード情報提供システム 

   （ＵＲＬ http:multi-hazard-map.pref.kyoto.jp/ ） 

 

  

http://multi-hazard-map.pref.kyoto.jp/


２ 避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化について 

  対象施設については，水防法第十五条の三及び土砂災害防止法第八条の二に基づき，

利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画

（避難確保計画）を作成し，また，利用者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を

行わなければならないとされています。 

 

 ⑴ 避難確保計画について 

  ア 避難確保計画とは 

    避難確保計画とは，水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における，利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な，次の事項を定めた計画です。 

・防災体制 ・避難誘導 ・施設の整備 ・防災教育及び訓練の実施 

・自衛水防組織の業務（水防法に基づき自衛水防組織を置く場合） 

・そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 

 

  イ 計画の作成 

    避難確保計画を実行性のあるものとするためには，施設管理者等の皆様が主体的

に作成いただくことが重要です。京都市情報館にひな型等を掲載しておりますので，

必要に応じて活用していただいたうえ，各施設の立地条件，周辺状況，利用者の特

性や職員体制に応じた避難確保計画を作成してください。 

    なお，既に作成済みである場合は，新たに作成していただく必要はございません

ので，既存のものを提出してください。 

 

  ウ 計画の報告 

    避難確保計画を作成・変更したときは，遅滞なく，その計画を市町村長へ報告す

る必要がありますので，以下の書類を本市に提出してください。 

    ※軽易な変更（利用者人数や資器材数量のみの変更等）の場合は報告不要です。 

   (ア) 要配慮者利用施設 避難確保計画作成（変更）報告書 

     京都市情報館に掲載している報告書の様式に必要事項を記入し，押印したもの

を，必要部数だけ提出してください。 

   (イ) 避難確保計画チェックリスト 

     京都市情報館に掲載しているチェックリストの様式に必要事項を記入し，押印

したものを，必要部数だけ提出してください。 

   (ウ) 避難確保計画 

     作成した避難確保計画を，必要部数だけ提出してください。 

 

  エ 提出先・必要部数 

    別紙１のとおり 

    ※施設種別に応じて提出先及び提出書類の必要部数が異なります。 

 

  オ 提出期限 

    平成３１年（２０１９年）６月１４日（金）まで  



 ⑵ 避難訓練について 

  ア 避難訓練の実施 

    避難確保計画に基づき，「避難誘導」や「情報収集・伝達」等の訓練を実施してく

ださい（職員や利用者の方々の出入り等を考慮し，１年に１度以上の実施を標準と

してください）。 

 

  イ 訓練の報告 

    訓練を実施されましたら，京都市情報館に掲載している「要配慮者利用施設避難

訓練実施報告書」の様式に必要事項を記入し，押印したものを，計画の提出先と同

じ部署（別紙１を参照）に，必要部数だけ提出してください。 

 

３ 問合せ先 

 ⑴ 防災情報，ハザードマップ，避難場所・避難経路，防災教育・訓練に関すること 

   防災危機管理室（電話：２１２－６７９２） 

 

 ⑵ その他施設の体制や運営に関すること 

   計画の提出先と同じ部署（別紙１を参照） 

 

４ 様式等のダウンロード 

  本通知に係る様式等は以下のホームページからダウンロードしてください。 

ホームページ：京都市情報館 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について 

（ＵＲＬ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000235870.html ） 

  ※別紙２にホームページのアクセス方法を記しています。 

http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000235870.html

